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研究成果の概要（和文）： この研究の目的は二つある。第1は、教師や児童，生徒の持っている知識に対する考
え方を調査することである。第2は，知識に対する考え方を参考にして，社会科の学習指導と評価を改善するこ
とである。
 研究の結果，次のことが分かった。中学生と高校生は実在論が多いが，社会構成主義の考え方も多い。このこ
とを踏まえ，次の二つの学習指導を提案した。制度や仕組みなど事実に関する内容を授業で取り上げる時には，
実在論の考え方で指導する。また，授業で価値判断を行うようなときには，社会構成主義の考え方で指導する。

研究成果の概要（英文）： There are two purposes of this research. The first is to investigate the 
attitude to teacher, child, and student's knowledge. The second is to improve methods and techniques
 of instruction and the evaluation of social studies referring to the attitude to knowledge. 
 As a result of the research, the following has been understood. The junior high school student and 
the high school student have a lot of realism. However, there are a lot of ideas of the social 
constructionism, too. Then, it proposed the following two methods and techniques of instruction. 
When the content concerning the fact like the system and the mechanism, etc. is taken up by the 
class, it guides it by the idea of realism. Moreover, when value is judged from the class, it guides
 it by the idea of the social constructionism.

研究分野： 社会科教育
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
平成20年度版学習指導要領は、現代が知識

基盤社会であるという時代認識のもと知識の
役割を再評価し、知識の習得とそれを活用す
る力などを学力の基本要素として編成されて
おり、学校では知識を活用する学習活動が重
視されるようになった。しかし、活用すべき
知識の本質については、いまだ確定された考
え方があるわけではなく、科学哲学上も論争
状態にあった。 
 こうした状況下で、社会科教育学研究上も
重要な問題であるとして、全国社会科教育学
会 2012 年大会で「社会科教育における知識
の再検討」が大会テーマとして掲げられた。  
このような研究動向を踏まえ、社会系教科

目担当教師及び児童生徒の知識観と教科内容
との適合性を検討することが研究課題となっ
た。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、教師及び児童生徒の持つ

知識観と社会系教科目（社会科、地理歴史科、
公民科）の内容との適合性を明らかにし、知
識観の特長を生かして小・中・高等学校にお
ける社会系教科目の指導と評価の改善方略
を探究することである。 
具体的な研究目的として、次の２点をあげ

ることができる。 
①  科学哲学の知見を手掛かりに、社会系教
科目と関連が深いと考えられる知識観に
ついて整理し、社会系教科目の内容との関
係性を明らかにする。 

②  日本や諸外国において社会系教科目の
授業担当教師及び児童生徒の知識観と授
業構成、学習指導、評価との関係性を明ら
かにし、指導と評価の改善を図る方略並び
に授業モデルを開発する。 

 
３．研究の方法 
本研究では、今日科学哲学において主要な

知識観として議論されている実在論的知識
観と社会構成主義的知識観に着目し(註 1)、そ
れを基に社会系教科目担当教師及び児童生
徒等の知識観について調査･分析を行う。さ
らに、その知識観と社会系教科目の内容との
適合性を整理し、知識観の特長を生かした授
業づくりや学習指導法、評価法を検討する。 
 具体的には、以下の①、②、③に示すプロ
セスに沿って研究を展開した。 
① 文献調査 
科学哲学で議論されている知識観につい

て文献調査をもとに整理し、実在論的知識観
と社会構成主義的知識観を社会系教科目に
関係が深いものとして取り上げ、研究の基本
枠組みとした。 
② アンケート調査及びインタビュー調査 
本研究の基本枠組みを基に、諸外国の児童

生徒へのアンケート調査など外国調査を実
施し、その整理・分析を行った。さらに、日
本の児童生徒等に対し知識観についてアン

ケート調査等を行うとともに､小・中・高等
学校の社会系教科目担当教師に対し、どのよ
うな知識観を持ち、どのような授業構成、学
習指導、評価を行っているかについてアンケ
ートとインタビュー及び授業参観を行った。 
③ 授業モデルの開発 
文献調査、アンケート調査及びインタビュ

ー調査の結果を分析し、その結果を基に授業
モデルを開発した。 
 
４．研究成果 
 (1) アンケート調査と分析枠組み 
 日本の児童生徒､教員養成大学における教
員志望の学生等や教師及び外国（フィンラン
ド）の児童生徒の知識観について、次のよう
な質問項目を設けたアンケートを作成・実施
した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
アンケートについては、Ｑ１はアンケート

そのものへの関心を持たせる質問である。分
析に当たっては、児童生徒、教員志望の大学
生等や教師が、Ｑ２とＱ３に対して「ア は
い」「イ いいえ」のどちらを選んだかに着
目した。 
まず、Ｑ２を「ア はい」、Ｑ３を「イ い

いえ」と回答した者は「ア・イ」と分類し、
現実世界は学習者とは独立に存在しており、
そこには何らかの構造や秩序が実在し、我々
はそれを正しく知ることができるという「実
在論」の考え方を持つ者と仮定した。また、
Ｑ２及びＱ３で「ものは上から下に落ちる、
命を奪ってはいけないなど」と記述している
ように、対象は事実と価値であり、それに対
し実在論の立場を取る者と考えた。 
 次に、Ｑ２を「イ いいえ」、Ｑ３を「ア 
はい」と回答した者は「イ・ア」と分類し、



人間の認識活動から独立した世界が存在す
るかどうか、また、そこに構造や秩序がある
かどうかは分からないが、それは我々が社会
的合意によって構成したものだという「社会
構成主義」の考え方を持つ者と仮定した。ま
た、実在論と同様に、対象は事実と価値だと
考えた。 
 続いて、Ｑ２を「イ いいえ」、Ｑ３も「イ 
いいえ」と回答した者は「イ・イ」と分類し、
事実についても価値についても秩序を想定
しない者と仮定し、無秩序とした。 
 最後に、Ｑ２を「ア はい」、Ｑ３を「ア 
はい」と回答した者は「ア・ア」と分類し、 
事実に関しては実在論、価値に関しては社会 
構成主義の考えを持つ者と仮定した。 
 以上のような仮定のもと、以下の分析枠組
みを作成し、調査結果を整理した。 
 
 事  実 価  値 
ｱ･ｲ 【実在論】 

我々とは独立した客

観的真理が存在する 

【実在論】 

我々とは独立した客

観的価値が存在する 
ｲ･ｱ 【社会構成主義】 

我々が話し合って合

意した真理 

【社会構成主義】 

我々が話し合って合

意した価値 
ｲ･ｲ 【無秩序】 

真理は存在していな

いし形成もされない 

【無秩序】 

価値は存在していな

いし形成もされない 
ｱ･ｱ 【実在論】 

我々とは独立した客

観的真理が存在する

（事実については実

在論的） 

【社会構成主義】 

我々が話し合って合

意した価値 

（価値については社

会構成主義的） 
 

(2) 分析と考察 

 児童生徒に対するアンケート調査につい
ては、彼らが社会系教科目の授業を受けた後
に実施し、小学校６年生児童 25 人、中学生
222 人（日本の中学校 3 年生 105 人、フィン
ランドの中学生＜７年生・８年生・９年生＞
117 人）、高校生 373 人から回答を得た。ま
た、医療系の短期大学生（社会科教員志望と
いうわけではない）127 人、社会科教員志望
の四年制の大学生 153 人、小中学校教師 136
人及び高校教師 79 人には授業とは関係なく
調査した。回答者数は合計 1115人となった。
その結果をまとめたものが次の表である。 
     

 ア・イ イ・ア イ・イ ア・ア 

小学校児童 17 1 2 5 
日本の中学生 60 42 0 3 
ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ中学生 38 15 7 57 
高校生 139 110 41 83 
短大（医療系） 34 22 10 61 
大学生 49 57 16 31 
小中教師 43 30 11 52 
高校教師 25 23 7 24 

（表中の の数字が最大値） 
 

この調査結果を見ると、まず、小学校６年
生の児童は調査人数が少なかったものの、
「ア・イ」（事実や価値について実在論）が
最も多かった。 
中学生については、日本では「ア・イ」（事

実や価値について実在論）が最も多かった。
外国調査で行ったフィンランドの中学生は
「ア・ア」（事実は実在論、価値は社会構成
主義）が 57 人と最も多かったが、「ア・イ」
（事実や価値について実在論）も 38 人おり
２番目に多かった。 
 高校生については、「ア・イ」（事実や価値
について実在論）が最も多かった。なお、高
校生のうち、海外からの帰国生徒が多数在籍
する学校の３年生（114 人）については、「イ・
ア」（事実や価値について社会構成主義）が
43 人、「ア・イ」（事実や価値について実在論）
が 29 人、「ア・ア」（事実は実在論､価値は社
会構成主義）27 人､「イ・イ」（無秩序）が
15 人という結果になり､社会構成主義が最も
多くなっていた。その高校生に対して、これ
まで受けてきた授業の感想についてインタ
ビューすると、「多様な意見があることを学
んだ。」「自由に意見が述べられる。」「自分た
ちで答えを考えることができる。」と回答し
ていた。 
 医療系の短期大学生については、「ア・ア」
（事実は実在論､価値は社会構成主義）が最
も多く短期大学生の半数近くの 61 人であっ
た。次いで多いのが「ア・イ」（事実や価値
について実在論）の 34 人である。 
 社会科教員志望の四年制の大学生につい
ては、「イ・ア」（事実や価値について社会構
成主義）が 57 人と最も多く、次いで多いの
が「ア・イ」（事実や価値について実在論）
の 49 人であった。 
 教師については、高校生や大学生と同様に
回答者の多くが「ア・イ」「イ・ア」「ア・ア」
に分かれたが、小中学校の教師は、事実は実
在論であるが価値は社会構成主義の者が、高
校教師は、事実や価値について実在論の者が、
それぞれ最も多かった。 
 以上の調査結果から、小学生は実在論が多
いこと。また、中学生、高校生も実在論が最
も多いものの、徐々に社会構成主義が増え、
大学生になると社会構成主義が最も多くな
っていることが分かった。一方、教師につい
て見ると、実在論の「ア・ア」、社会構成主
義の「イ・ア」、事実は実在論であるが価値
は社会構成主義になっている「ア・ア」と回
答したものがほぼ同数になっていたことが
分かった。 
 このような傾向が見られるのは、例えば、
社会系教科目の授業で使われる教科書の内
容が、社会制度や仕組みについて書かれてい
るものが多かったり、また、歴史的事実など
も断定的に書かれていたりしており、児童生
徒がこのような教材を用いて学習すること
で、ものごとは客観的に存在するという実在
論を受け入れやすくなっていると思われる。 



一方、大学生は、学生自身が研究活動を行
う中で、一つの出来事には様々な解釈がある
こと、また、卒業論文作成などで自分自身が
答えを作り出すことなどを経験することで
社会構成主義を受け入れやすくなっている
と思われる。 
教師については、知識観が三つに分かれた

原因は不明であった。 
 
 (3) 知識観に基づく授業づくりのモデル化 
知識観に関するアンケート調査等を踏ま

え、実在論的知識観に基づく授業づくりと社
会構成主義的知識観のそれを検討し、授業づ
くりと評価の視点をそれぞれ次のようにモ
デル化した。 

 
実在論的知識観に基づく授業づくりでは、

教師が事前に教材研究を行って客観的で正
しいとされる答えを見出し、授業でそれを生
徒に追究（＝発見）させるために「学習問題」
や資料を準備し指導するようになっている。
換言すれば、すでに定まった答えが客観的に
存在する「学習問題」を児童生徒に追究（＝
発見）させるような授業となる。 
また､学習評価は、児童生徒が客観的に存

在する真理・理論を確かに発見し捉えたかど
うかが重要となる。 
 

 
一方、社会構成主義的知識観に基づく授業

づくりでは、学習者が問題状況に身を置きそ
の問題性を自覚し、他者とのコミュニケーシ

ョンを通して合意形成を図り答えを構成す
る学習を支援するようになっている。換言す
れば、まだ定まった答えがない「学習問題」
に対し、児童生徒がコミュニケーションを通
して答えを作り出す授業となる。 
 また､学習評価は、授業で真理と考えられ
るものを自分たちで作り出すことができた
か､そのプロセスや結果が多くの人に受け入
れられる（合意できる）ものになっているか
どうかが重要となる。 
  
(4) 社会系教科目の授業構成について 
本研究では、教師及び児童生徒等の知識観

を整理する基本枠組みを、実在論的知識観と
社会構成主義的知識観とした。そして、日本
の小学生から大学生まで調査した結果、年齢
が進むにつれて「ア・イ」（事実や価値につ
いて実在論）から「イ・ア」（事実や価値に
ついて社会構成主義）へと回答するものが増
加していることが分かった。 
ところが、フィンランドの中学生や医療系

短期大学生及び小中学校の教師の場合は、
「ア・ア」（事実は実在論、価値は社会構成
主義）が最も多かった。この考え方は、対象
（事実と価値）によっては実在論の立場を取
ったり、社会構成主義の立場を取ったりする
というものである。確かに、価値は人間がい
てはじめて存在するものであり、我々とは独
立して客観的に存在するとは考えにくい。こ
のように対象によって二つの知識観を使い
分けることは、一般的にも広く受け入れられ
るものだと思われる。 
 こうした考察を踏まえ、社会系教科目の授
業づくりについて再検討した。まず、社会系
教科目の授業で扱う学習素材は､事実に関す
る内容と､社会の在り方や善悪の判断を含む
価値に関する内容がある。 
そこで、事実に関する内容を取り上げる場

合、我々とは独立して客観的に存在する真理
を追究し発見するという実在論的知識観に
基づいて授業を構成する。例えばそれは、世
界や他地域で見られる地理的事象、司法にお
ける三審制度や内閣制度､市場など現在の法､
政治､経済などの諸制度を学習素材とする授
業である。 
一方、価値に関する内容を取り上げる場合、

我々がコミュニケーション（話し合い）を通
して合意したものが真理だとする社会構成
主義的知識観に基づいて授業を構成する。例
えば、工場が移転しその跡地に福祉施設、公
園、清掃工場、図書館のどれを建設すべき
か？あるいは死刑制度を廃止すべきか？な
ど価値判断しなければならないものを学習
素材とする授業である。 
 以上のように考え、社会系教科目の授業で
は､学習素材（事実に関する内容と価値に関
する内容）に対応して､実在論的知識観に立
つ授業づくりと社会構成主義的知識観に立
つ授業づくりから検討することが必要だと
考える。 

 

 
 

 



 
(5) 課題 
社会系教科目の授業づくりに当たって、対

象によっては実在論の立場を取ったり、社会
構成主義の立場を取ったりする方略で検討
した。その際、対象を事実と価値に分類した
が、科学哲学では、もう少し異なる視点から
検討されている知識観がある。それは、観察
可能なものについては、我々とは独立した
秩序があることを認め、それを知り得る。
しかし、観察不可能なものについては、秩
序があるかもしれないがそれをとらえる保
証はないという「反実在論」(註 2) と呼ばれる
考え方である。 
この考え方によると、事実についても観察

不可能な対象に対しては社会構成主義の立
場を取ることになる。例えば、社会科では模
擬裁判を行う授業がある。この授業のポイン
トは、被疑者が訴えられたような犯罪を本当
に行ったかどうか（事実認定）を、生徒が決
定するという点にある。これについて法曹界
では、「刑事手続における真実は、言葉の厳
密な意味においては、発見されるのではなく、
構成・構築されることになる」(註 3)と考える。
そして、通常の人間なら誰でも疑いを差挟ま
ない程度に真実らしいと思われる結論を話
し合いによって合意形成し判決を出すのだ
という。つまり、（観察不可能という意味で）
犯罪現場にいなかった裁判官、裁判員は、提
出された証拠を基に事実（真実）を構成する
というのである。 
残された課題は、こうした事実に関する内

容でも観察不可能なものについては社会構
成主義の立場を取る社会系教科目の授業を
どのように構成するか検討してゆくことだ
と考える。 
また、教師の知識観が三つに分かれている

ことについても、その理由について解明して
ゆくことが必要だと考える。 
 
(註 1):戸田山和久『科学哲学の冒険』NHK ブック

ス 2005 pp132～148 参照。 
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